令和８年度　木造住宅耐震診断士派遣事業の御案内

耐震診断を受けようとする木造住宅の所有者に対し、町が耐震診断士を派遣し、耐震診断を行います。既に個人で耐震診断を実施した分の費用を負担する制度ではありません。

■助成要件　次の項目すべてに該当する方
　　　　　　〇町内に存ずる一戸建ての木造住宅の所有者（店舗兼住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の２分の１以上であること）
　　　　　　○昭和５６年５月３１日以前に着工したもの

　　　　　　○建築基準法に規定する建築確認を受けているもの（建築基準法第６条第１項に該当しない建築物を含む。）
　　　　　　○地上階数が２階以下のもの

〇延床面積が３０㎡以上のもの
　　　　　　○在来軸組工法又は枠組壁工法によって建築されたもの

〇市町村税等を滞納していない
〇過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないもの
■費用負担　なし
■募集定員　5名程度
　　　　　　※応募多数の場合は、建築年の古い住宅を優先とする場合があります。
■必要書類　○木造住宅耐震診断士派遣事業利用申請書
　　　　　　〇市町村税完納証明書

　　　　　　○建築確認通知書又は建築物に関する申出書
※建築物に関する申出書を提出する場合は、建築工事　届の写し、登記事項証明書の写し等、住宅の建築年月日が分かる書類を添付してください。

■受付期間　６月１日（月）から８月３１日（月）まで

■その他　　申請書を建設課に提出してください。
問合せ　　建設課　℡７２－２６１１
